
直監告示第９号 
 

令和４年１２月１２日付 直監告示第４号により公表した監査の結果について、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、直

方市長から次のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。 
 

 令和５年１月６日 
                                   直方市監査委員  大  場   亨 
                                   直方市監査委員  田 代  文 也 
 

総合政策部 総務課 定期監査指摘事項措置状況報告 
 

 指摘の内容 監査委員意見 講じた措置 完了（予定）時期 
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公文書開示資料コピ

ー代の事務処理におい

て、利用者からその都

度代金を徴収している

が、指定金融機関への

納入は 4 月からの分を

9 月にまとめて行って

いる。 

［直方市財務規則第44条第1

項］に「現金取扱員は、収納

した現金を即日現金領収帳及

び収納金払込書により指定金

融機関又は収納代理金融機関

に払い込まなければならな

い。」とあり［同条第 2項］に

「前項に規定する即日払い込

みができない場合は、会計担

当課内金庫に一時保管し、翌

日（当日が指定金融機関及び

収納代理金融機関の休業日で

あるときは、その翌日）正午

までに指定金融機関又は収納

代理金融機関に払い込まなけ

ればならない。ただし、会計

担当課内金庫に一時保管でき

ない場合は、自己の責任にお

いて最善の方法により保管し

なければならない。」とある。 

前回の定期監査と同様の状

況となっている。現金を受領

したときは遅くとも翌日まで

に納入することが定められて

いることから、規定に沿った

正しい事務処理をされたい。 

公文書開示資料コピー代

の事務処理について、直方市

財務規則第 44条第 1項及び

第 2項の規定において、現金

を受領したときは遅くとも

翌日までに納入することが

定められていることから、規

定に沿った正しい事務処理

をするよう改めて職員に指

導を行いました。 

 今後は、担当者が代わって

も正しい事務処理を行うこ

とができるよう引継ぎを徹

底するとともに、財務システ

ムによる調定の作成やオン

ライン申請の活用を行うこ

とにより、現金を保管する機

会を減らすことについても

取り組んでまいります。 

 

 

令和 4年 12 月 13 日 


